
▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　https://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ

就
学
や
教
育
に
関
す
る

相
談
会
を
行
い
ま
す

【
問
合
せ
】
北
浦
教
育
文
化
研
究
所

（
角
館
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
８
７

は
７
月
９
日
㈫
正
午
、
後
期
は
８
月
28

日
㈬
正
午
ま
で
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
こ
ど

も
園
・
小
学
校
・
中
学
校
か
ら
「
教
育
相

談
票
」
を
受
け
取
り
、
必
要
事
項
を
記

入
し
て
、
当
日
会
場
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
相
談
当
日
は
、
で
き
る
だ
け
お
子
さ
ん
と
一

緒
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　
子
ど
も
の
発
達
や
気
に
な
る
行
動
へ
の

対
応
、
就
学
に
関
す
る
相
談
な
ど
に
つ
い

て
、
主
に
保
護
者
を
対
象
に
教
育
相
談
を

行
い
ま
す
。

●
日
時
／《
前
期
》７
月
29
日
㈪ 

10
時
～
15

時 

《
後
期
》９
月
18
日
㈬ 

10
時
～
15
時

●
場
所
／
角
館
交
流
セ
ン
タ
ー

●
相
談
申
込
／
北
浦
教
育
文
化
研
究
所
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
前
期

宿
泊
者
名
簿
へ
の
記
載
の
徹
底
を
お
願
い

し
ま
す

 

▼

宿
泊
者
に
対
し
、
宿
泊
者
名
簿
へ
の
正

確
な
記
載
を
働
き
か
け
て
く
だ
さ
い
。

 

▼

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人

宿
泊
者
に
関
し
て
は
、
宿
泊
者
名
簿
の

国
籍
お
よ
び
旅
券
番
号
欄
へ
の
記
載
を

徹
底
し
、
旅
券
の
呈
示
を
求
め
る
と
と

も
に
、
旅
券
の
写
し
を
宿
泊
者
名
簿
と

と
も
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
旅
券
の
写
し
の
保
存
に
よ
り
、

当
該
宿
泊
者
に
関
す
る
宿
泊
者
名
簿
の

氏
名
、
国
籍
お
よ
び
旅
券
番
号
の
欄
へ

の
記
載
を
代
替
し
て
も
差
し
支
え
あ
り

ま
せ
ん
。

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
、
簡
易
宿
所
営
業
な
ど
の

営
業
許
可
を
受
け
て
い
る
皆
さ
ま
へ

【
問
合
せ
】
市
民
生
活
課
（
角
館
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
１
３

 

▼

営
業
者
の
求
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
宿
泊
者
が
旅
券
の
呈
示
を
拒
否
す
る

場
合
は
、
当
該
措
置
が
国
の
指
導
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
呈
示

を
求
め
、
さ
ら
に
拒
否
す
る
場
合
に
は
、

当
該
宿
泊
者
は
旅
券
不
携
帯
の
可
能
性

が
あ
る
も
の
と
し
て
、
最
寄
り
の
警
察

署
に
連
絡
す
る
な
ど
適
切
な
対
応
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

▼

警
察
官
か
ら
そ
の
職
務
上
宿
泊
者
名
簿

の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
捜

査
関
係
事
項
照
会
書
の
交
付
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
務
の
目
的
に
必

要
な
範
囲
で
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

　
運
動
能
力
を
把
握
す
る
よ
い
機
会
で

す
。
自
分
の
苦
手
な
と
こ
ろ
を
把
握
し
、

日
々
の
健
康
の
た
め
に
役
立
て
ま
し
ょ

う
。
参
加
は
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
・
場
所
／
▼

７
月
４
日
㈭ 

10
時
～

12
時
、
13
時
～
15
時
・
角
館
交
流
セ
ン
タ
ー

多
目
的
ホ
ー
ル

 

▼

７
月
５
日
㈮ 

10
時
～
12
時
、
13
時
～
15

時
・
生
保
内
市
民
体
育
館

※
開
催
時
間
内
は
、
い
つ
来
て
も
参
加
で
き
ま

す
。
希
望
者
に
は
結
果
の
コ
ピ
ー
を
お
渡
し

体
力
・
運
動
能
力
調
査
と

バ
ラ
ン
ス
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
を
開
催
し
ま
す
！

【
問
合
せ
】
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
角
館
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
９
０

し
ま
す
。

●
持
ち
物
／
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
る
服
装
、

内
履
き
（
ズ
ッ
ク
）、
タ
オ
ル
、
水
分
補

給
の
た
め
の
飲
料
水
な
ど

●
参
加
資
格
／
一
般
男
女
（
健
康
な
方
）

●
参
加
定
員
／
各
会
場
約
50
人

●
申
込
方
法
／
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ま
で
電

話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

田
沢
湖
・
西
木
地
域
セ
ン
タ
ー
で
お
申

し
込
み
の
場
合
は
備
え
付
け
申
込
用
紙

に
記
入
し
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切
／
７
月
３
日
㈬ 

※
当
日
も
可

●
試
験
会
場
／
田
沢
湖
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

（
田
沢
湖
病
院
併
設
）

●
次
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

 

▼

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

 

▼

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

●
そ
の
他
／
詳
細
は
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.hana.or.jp/~thos/index.htm

l

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格
／

【
看
護
師
】 

若
干
名

 

▼

昭
和
39
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
看
護
師
免
許
を
有
す
る
方

●
受
付
期
間
／
令
和
２
年
３
月
31
日
㈫
ま

で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
８
時

30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
。
郵
送
の
場

合
は
令
和
２
年
３
月
31
日
㈫
必
着
に
限

り
受
付
し
ま
す
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
試
験
日
／
日
程
調
整
の
う
え
随
時

令
和
元
年
度
随
時
採
用
の
仙
北
市
病
院
事
業

《
市
立
田
沢
湖
病
院
》
職
員
（
看
護
師
）
を
募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
市
立
田
沢
湖
病
院 

総
務
管
理
課
（
田
沢
湖
生
保
内
）  

☎
（
43
）１
１
３
１  

 

市
立
角
館
総
合
病
院 

●
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格
／

【
臨
床
工
学
技
士
】 

１
人
程
度

 

▼

昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
現
に
臨
床
工
学
技
士
免
許
を
有

す
る
方
ま
た
は
令
和
元
年
度
中
に
実
施

す
る
国
家
試
験
で
臨
床
工
学
技
士
免
許

取
得
見
込
み
の
方

【
看
護
師
】 

若
干
名

 

▼

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
、
現
に
看
護
師
免
許
を
有
す
る
方
ま

た
は
令
和
元
年
度
中
に
実
施
す
る
国
家

試
験
で
看
護
師
免
許
取
得
見
込
み
の
方

●
試
験
内
容
／
▼

医
療
従
事
者
と
し
て
必
要

な
基
礎
知
識
に
関
す
る
試
験
（
専
門
基

礎
科
目
試
験
） 

▼

作
文
試
験 

▼

面
接
試
験

●
受
付
期
間
／
７
月
19
日
㈮
ま
で
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
８
時
30
分
か
ら

17
時
ま
で
。
郵
送
の
場
合
は
19
日
㈮
必

着
に
限
り
受
付
し
ま
す
）

●
試
験
日
／
７
月
28
日
㈰

●
試
験
会
場
／
市
立
角
館
総
合
病
院

●
次
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

 

▼

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

 

▼

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

●
そ
の
他
／
要
項
な
ど
詳
細
は
病
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（https://kakunodate-hp.com

/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

市
立
田
沢
湖
病
院 

●
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・
受
験
資
格
／

【
看
護
師
】 

若
干
名

 

▼

昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
看
護
師
免
許
を
有
す
る
方
ま
た

は
令
和
元
年
度
中
に
実
施
す
る
国
家
試

験
で
取
得
見
込
み
の
方

●
試
験
内
容
／
▼

看
護
師
と
し
て
必
要
な
基

礎
知
識
に
関
す
る
試
験
（
専
門
基
礎
科

目
試
験
） 

▼

作
文
試
験 

▼

面
接
試
験

●
受
付
期
間
／
７
月
19
日
㈮
ま
で
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
８
時
30
分
か
ら

17
時
15
分
ま
で
。
郵
送
の
場
合
は
19
日

㈮
必
着
に
限
り
受
付
し
ま
す
）

●
試
験
日
／
７
月
28
日
㈰

●
試
験
会
場
／
田
沢
湖
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

（
田
沢
湖
病
院
併
設
）

●
次
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

 

▼

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

 

▼

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

●
そ
の
他
／
要
項
な
ど
詳
細
は
病
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.hana.or.jp/~thos/

index.htm
l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
採
用
の

仙
北
市
病
院
事
業
職
員
を
募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
市
立
角
館
総
合
病
院 

総
務
管
理
課
（
角
館
町
岩
瀬
） 

☎
（
54
）２
１
１
１

【
問
合
せ
】
市
立
田
沢
湖
病
院 

総
務
管
理
課
（
田
沢
湖
生
保
内
）  

☎
（
43
）１
１
３
１  

※
開
設
時
間
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
場
所
／
収
納
推
進
課
、
税
務
課
、
角
館
・

西
木
地
域
セ
ン
タ
ー（
正
面
玄
関
か
ら

お
入
り
く
だ
さ
い
）

●
７
月
１
日
㈪
（
６
月
30
日
が
日
曜
日
の
た

め
）
納
期
限
の
税
目

 

▼

市
県
民
税
　
第
１
期
分

※
口
座
振
替
も
納
期
限
と
同
日
（
７
月
１
日
）
で

す
の
で
、
前
日
ま
で
通
帳
の
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
安
心
で
す
。

   

各
金
融
機
関
ま
た
は
、
市
役
所
税
務
課
、
地

   

域
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
日
中
、
仕
事
な
ど
で
市
税
お
よ
び
各
種

料
金
な
ど
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
夜
間
納
税
・
各
種
料
金
納
付
窓

口
を
開
設
し
ま
す
（
各
種
料
金
に
つ
い
て

は
、
納
付
書
持
参
を
原
則
と
す
る
た
め
、

納
付
書
を
持
参
し
て
い
な
い
場
合
は
お
受

け
取
り
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
）。

　
ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
市
税
な
ど
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
納
税
相

談
窓
口
も
あ
わ
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
６
月
28
日
㈮ 

17
時
15
分
～
19
時

夜
間
納
税
窓
口
を

開
設
し
ま
す

【
問
合
せ
】
収
納
推
進
課 

収
納
推
進
係

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
２
３

ク
マ
に
注
意
！

　
市
内
で
ク
マ
の
目
撃
情
報
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
早
朝
や
夜
間
の
外
出
、

登
下
校
、
農
作
業
の
際
は
十
分
ご
注
意

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

山
へ
入
る
際
は
ク
マ
の
生
息
地
へ
行
く

と
い
う
気
持
ち
で
行
動
し
、
単
独
で
の

行
動
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

※
住
ま
い
の
周
辺
は
見
通
し
が
き
く
よ
う
草
刈
り
を

行
い
、
生
ゴ
ミ
な
ど
は
屋
外
に
放
置
せ
ず
ゴ
ミ
回

収
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】農
林
整
備
課 

（
西
木
庁
舎
）

☎
（
43
）２
２
０
７
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▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　https://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ

●募集住宅

住宅名 住所 規格 階数 月額家賃 月額駐車料金

菅沢住宅2-17
（築42年）

角館町菅沢46-2 3DK
3階建

3階

15,100円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅2-24
（築42年）

角館町菅沢46-2 2LK
3階建

3階

15,100円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅3-31
（築41年）

角館町菅沢42-61 2LK
3階建

1階

15,600円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅3-34
（築41年）

角館町菅沢42-61 2LK
3階建

2階

15,600円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅3-35
（築41年）

角館町菅沢42-61 2LK
3階建

3階

15,600円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅4-51
（築41年）

角館町菅沢42-61 2LK
3階建

3階

15,600円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅5-66
（築40年）

角館町菅沢46-1 3DK
3階建

3階

16,300円から

（所得額による）
駐車場なし

菅沢住宅6-77
（築40年）

角館町菅沢46-1 3DK
3階建

3階

16,300円から

（所得額による）
駐車場なし

公園南団地1-4
（築35年）

田沢湖生保内字武蔵野105-895 2LDK
3階建

1階

21,100円から

（所得額による）
駐車場あり

公園南団地3-2
（築35年）

田沢湖生保内字武蔵野105-895 2LDK
3階建

3階

21,100円から

（所得額による）
駐車場あり

公園南団地3-4
（築35年）

田沢湖生保内字武蔵野105-895 2LDK
3階建

3階

21,100円から

（所得額による）
駐車場あり

松葉住宅 東201
（築16年）

西木町桧木内字松葉278-2 2LDK
2階建

2階
35,000円

駐車場あり

（駐車料金あり）

※月額家賃の 3 か月分の敷金の納付、連帯保証人が必要となります（抽選日から 10日以内）。

※暖房器具は、湿気防止のため、屋外給排気式（FF 式など）または電気ストーブを使用。 ※申込は 1世帯1戸限りです。

●
添
付
書
類
／

①
入
居
希
望
者
全
員
の
市
税

の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証

明
で
き
る
も
の
各
１
通（
学

生
は
除
く
）

②
入
居
希
望
者
全
員
の
平
成

31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
市

県
民
税
課
税
証
明
書
各
１

通
（
所
得
・
控
除
・
年
税
額

の
記
載
の
あ
る
も
の
）

③
入
居
希
望
者
の
世
帯
の
住

民
票
謄
本
１
通
（
省
略
事

項
の
な
い
も
の
・
婚
姻
予

定
者
な
ど
は
各
１
通
）

④
生
活
保
護
受
給
者
は
、
生

活
保
護
受
給
証
明
書 

１
通

⑤
単
身
入
居
者
は
、
戸
籍
謄

本
１
通
（
単
身
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

⑥
そ
の
他
特
別
な
事
由
の
書

類
※
い
ず
れ
も
市
役
所
窓
口
で
発

行
さ
れ
ま
す
（
手
数
料
が
か
か

り
ま
す
）。

●
選
考
方
法
／
応
募
者
多
数

の
場
合
、
書
類
審
査
の
う

え
、
公
開
抽
選
（
申
込
人

に
よ
る
く
じ
引
き
）
を
行

い
ま
す
。

 

▼

抽
選
日
時
／
７
月
５
日
㈮ 

14
時

 

▼

抽
選
場
所
／
西
木
総
合
開

発
セ
ン
タ
ー
２
階 

農
林
研

修
室
（
西
木
庁
舎
）

●
入
居
時
期
／
７
月
15
日
㈪
～

●
募
集
期
間
／

　
６
月
17
日
㈪
～
27
日
㈭

●
入
居
資
格
／
次
の
①
～
⑤

ま
で
の
条
件
に
す
べ
て
あ

て
は
ま
る
こ
と
。

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同

居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

あ
る
こ
と
（
婚
姻
の
予
約

者
を
含
む
）。

②
入
居
希
望
者
の
月
額
所
得

合
計
が
15
万
８
０
０
０
円

以
下
。
た
だ
し
、
小
学
校

就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る

世
帯
は
25
万
９
０
０
０
円

以
下
。

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
な
方
。

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

方
。

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

※
単
身
入
居
の
場
合
は
条
件
が

あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
（
昭
和
34
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は

申
込
可
能
な
ど
）。

※
市
外
在
住
の
方
で
も
入
居
可
能

で
す
。

※
松
葉
住
宅
の
月
額
家
賃
に
つ

い
て
は
定
額
と
な
り
ま
す
。

●
申
込
方
法
／
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
必
要
書

類
を
添
え
て
、
募
集
期
間

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
当
日
必
着
）。

●
提
出
先
・
申
込
書
設
置
場
所

　
建
設
課
（
西
木
庁
舎
）、
田

沢
湖
・
角
館
地
域
セ
ン
タ
ー

営住宅の入居者を募集します市 【問合せ】建設課 管理係

（西木庁舎） ☎（43）2295

あ
わ
せ
て
電
算
化
お
よ
び
届
出
書
な
ど
の

様
式
変
更
・
無
償
化
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
お
手
続
き
の
時
期
に
よ
っ
て
窓
口
が
変

わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
７
月
よ
り
、
軽
二
輪
（
１
２
５
㏄
超
～

２
５
０
㏄
以
下
）
の
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど

の
届
出
窓
口
が
「
軽
自
動
車
検
査
協
会 

秋

田
事
務
所
」
か
ら
「
国
土
交
通
省 

東
北
運

輸
局 

秋
田
運
輸
支
局
」
に
変
更
と
な
り
、

検
査
対
象
外
軽
二
輪
自
動
車
の

届
出
窓
口
が
変
わ
り
ま
す

【
問
合
せ
】
税
務
課
（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
７

●届出窓口

6月28日㈮まで
（29日・30日は土日のため休業）

▼ 軽自動車検査協会 秋田事務所

　〒011-0901
　秋田市寺内字三千刈463-3
　☎ 050-3816-1834

▼ 角館地区自家用自動車協会

　〒014-0369  角館町上菅沢194

　☎53-2209

7月1日㈪から

▼ 国土交通省 東北運輸局 秋田運輸支局

　〒010-0816
　秋田市泉字登木74-3
　☎050-5540-2012

▼ 角館地区自家用自動車協会

　〒014-0369  角館町上菅沢194

　☎53-2209

※角館地区自家用自動車協会での取り扱い

は従来通り変更ありません。

緊
急
地
震
速
報
訓
練
を

実
施
し
ま
す

【
問
合
せ
】
総
合
防
災
課

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
５

ト
フ
ォ
ン
を
含
む
）
で
緊
急
地
震
速
報

が
放
送
ま
た
は
報
知
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

 

▼

気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
な
ど
に
よ
っ

て
は
、
訓
練
が
中
止
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
承
知
く
だ
さ
い
。
中

止
と
な
っ
た
際
に
は
、
速
や
か
に
防
災

行
政
無
線
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
防
災
行
政
無
線
を
用
い
た
緊
急
地
震
速

報
訓
練
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
（
緊

急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム
音
が
流
れ
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

●
日
時
／
６
月
18
日
㈫ 

10
時
頃

 

▼

こ
の
訓
練
は
、
全
国
一
斉
で
実
施
す
る

訓
練
で
す
。

 

▼

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
携
帯
電
話
（
ス
マ
ー

●
交
付
要
件
／
事
前
申
請
さ
れ
た
商
店
会
や

５
店
舗
以
上
の
商
店
な
ど
が
行
う
商
店

街
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
や
販
売
促
進
事
業

で
、
対
象
経
費
が
５
万
円
以
上
の
も
の

●
対
象
経
費
／
賃
金
、
報
償
費
、
共
済
費
、

旅
費
、
消
耗
品
費
、
印
刷
製
本
費
、
仮

設
費
、
借
り
上
げ
料
な
ど

●
補
助
額
／
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

で
30
万
円
限
度

 

空
き
店
舗
等
利
活
用
事
業
費
補
助
金 

　
　
　
　
　
　
　
　   

（
申
請
は
商
工
会
へ
） 

　
仙
北
市
商
工
会
の
事
業
を
活
用
で
店
舗

賃
借
料
を
24
か
月
補
助
し
ま
す
。

●
交
付
要
件
／
１
階
の
空
き
店
舗
、
卸
売
・

小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
、
仙
北
市
商

工
会
員
、
週
４
日
・
１
日
６
時
間
以
上

営
業

●
対
象
経
費
／
店
舗
面
積
に
係
る
賃
借
料

（
１
㎡
当
た
り
月
額
２
千
円
を
限
度
）

●
補
助
額
／

①
商
店
街
形
成
地
域
（
角
館
町
内
の
指
定

さ
れ
た
区
域
）

 

▼

12
か
月
ま
で
は
、
対
象
経
費
の
５
分
の

２
以
内
で
月
額
８
万
円
限
度

 

▼

12
か
月
を
超
え
24
か
月
ま
で
は
、
対
象
経

費
の
５
分
の
１
以
内
で
月
額
４
万
円
限
度

②
商
店
街
形
成
地
域
以
外
（
市
長
が
特
に

認
め
た
事
業
に
交
付
）

 

▼

補
助
率
お
よ
び
補
助
額
は
商
店
街
形
成

地
域
の
２
分
の
１
以
内

事
業
者
の
経
営
を
応
援
し
ま
す

 

仙
北
市
中
小
企
業
振
興
資
金
（
マ
ル
セ
） 

 

仙
北
市
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金 

                              

（
マ
ル
セ
小
口
） 

 

仙
北
市
創
業
支
援
資
金
（
マ
ル
セ
創
業
） 

●
対
象
者
／
▼

市
内
に
居
住
ま
た
は
事
業
所

を
有
し
、
市
内
で
引
き
続
き
１
年
以
上
同

一
の
事
業
を
行
い
、
納
期
に
市
税
な
ど
を

完
納
し
て
い
る
中
小
企
業
者
ま
た
は
小

規
模
企
業
者 

▼

市
内
に
居
住
し
、
納
期

に
市
税
な
ど
を
完
納
し
て
い
る
創
業
者

●
資
金
使
途
／
事
業
運
営
に
必
要
な
運
転

資
金
と
設
備
資
金

●
融
資
限
度
額
／
▼
《
マ
ル
セ
》２
千
万
円

以
内 

▼
《
マ
ル
セ
小
口
》１
２
５
０
万
円

以
内 

▼
《
マ
ル
セ
創
業
》１
千
万
円
以
内

●
利
率
／
▼
《
マ
ル
セ
》１
・
75
％ 

▼
《
マ
ル

セ
小
口
》
１
・
55
％ 

▼
《
マ
ル
セ
創
業
》

１
・
55
％

※
設
備
資
金
の
借
入
の
場
合
は
、
年
１
・
３
％
、

36
か
月
間
の
利
子
補
給
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
条
件
／
融
資
期
間
10
年
以
内
、
償
還
方

法
は
割
賦
ま
た
は
一
括
、
連
帯
保
証
人

は
法
人
代
表
者
・
個
人
は
不
要
、
保
証

料
は
市
が
全
額
負
担

商
店
街
の
活
性
化
を
応
援
し
ま
す

 

商
店
街
等
賑
わ
い
支
援
事
業
費
補
助
金 

　
　
　
　
　
　
　
　   

（
申
請
は
商
工
会
へ
） 

　
商
店
会
な
ど
が
行
う
活
性
化
イ
ベ
ン
ト

な
ど
に
補
助
し
ま
す
。

企
業
の
育
成
、
雇
用
の

確
保
応
援
制
度
（
そ
の
３
）

【
問
合
せ
】
商
工
課
（
中
町
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
５
１

仙
北
市
商
工
会
　
　
　 

☎
（
54
）２
３
０
４  
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information市 役所からのお知らせ ▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　https://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

　
国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
天
引
き
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
「
特
別
徴
収
」
と

い
い
ま
す
。

　
年
金
を
受
給
さ
れ
る
方
の
国
民
健
康
保

険
税
は
、
地
方
税
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
原
則
受
給
さ
れ
て
い
る
年
金
か
ら

天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
従
来
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で
納
付
さ

れ
て
い
た
場
合
で
も
、
特
別
徴
収
が
優
先

さ
れ
ま
す
が
、
納
付
方
法
変
更
申
出
書
を

●納める時期と算定方法

仮
徴
収

4月 前年所得が確定するまでは、仮算定された

保険税額を納めます。

新規で特別徴収に該当する場合
前年度税額をもとに仮算定します。

　1回分＝前年度年税額×1/6

継続して特別徴収に該当する場合
前年度2月の特別徴収額と同額が 1回分と

なります。

6月

8月

本
徴
収

10月
前年所得が確定した後は、本算定された保

険税額を納めます。

新規で特別徴収に該当する場合
7月・8月・9月は普通徴収となり、残りが

特別徴収となります。

継続して特別徴収に該当する場合
年税額から仮徴収税額を差し引き、残りを

3回に分けます。

12月

2月

　新たに国民健康保険税が年金から天引きされる場合、7月、8月、

9月は、納付書により納付する方法（普通徴収）で国民健康保険税

を納めていただき、10月以降は、10月、12月、2月に支給され

る年金から天引きされることとなります。

　前年度から継続して年金から天引きされる場合など、4月、6月、

8月に国民健康保険税が年金から天引きされたときは、今年度の

国民健康保険税の算出額から、4月、6月、8月に年金天引きされ

た額を差し引いた額が、10月、12月、2月に支給される年金か

らの天引き額となります。

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
へ
変
更
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
納
付

書
に
よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
条
件
／
次
の
条

件
全
て
に
当
て
は
ま
る
場
合
で
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65
～
74
歳
の
世
帯

②
国
保
加
入
中
の
世
帯
主
が
今
年
度
に
75

歳
に
到
達
し
な
い
世
帯

③
世
帯
主
の
年
金
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
方
（
た
だ
し
、
年
金
は
担
保
に
供
し

て
い
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）

④
介
護
保
険
料
の
年
金
支
払
額
と
国
保
税

の
合
計
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え

な
い
方

納
期
分
の
税
額
が
そ
の
月
の
加
入
分
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
保
を
脱
退
し
た
と
き

は
、
加
入
月
数
に
応
じ
て
精
算
し
ま
す
の
で
、

10
月
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、
国
保

税
は
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
か
月
分
に
な
り

ま
す
が
、
７
月
か
ら
納
付
の
た
め
10
月
に
精
算

分
の
納
付
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

10
月
で
65
歳
に
な
り
ま
す
が
、
国
保
税
は

下
が
り
ま
す
か

年
度
途
中
で
65
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
65

歳
に
な
る
前
月
ま
で
の
介
護
保
険
分
を

７
月
の
税
額
決
定
時
か
ら
８
期
に
分
け
て
計

算
し
て
い
ま
す
。
10
月
に
65
歳
に
な
る
場
合
、

介
護
保
険
分
は
、
は
じ
め
か
ら
４
月
か
ら
９

月
の
６
か
月
で
計
算
し
て
い
ま
す
の
で
、
65

歳
に
な
ら
れ
た
後
に
税
額
が
下
が
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

今
年
75
歳
に
な
り
ま
す
が
、
国
民
健
康
保

険
税
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す

か年
度
内
に
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る

方
は
、
当
初
７
月
に
送
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
で
、
あ
ら
か
じ
め
誕
生
月
の
前
月
分

ま
で
の
加
入
期
間
で
計
算
さ
れ
、
８
期
で
均

等
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
年

齢
到
達
後
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
へ
移
行

と
な
り
ま
す
の
で
、
原
則
誕
生
月
の
翌
月
に

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
期
割
の
関
係
上
、
納

付
の
期
間
が
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
と
重
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
は
な
く
納
付
書
で

納
付
し
た
い
の
で
す
が
、
で
き
ま
す
か

10
月
か
ら
就
職
し
社
会
保
険
に
加
入
し
た

の
で
、
10
月
納
期
分
の
国
保
税
は
納
め
な

く
て
い
い
で
す
か

国
民
健
康
保
険
税
は
１
年
分
を
８
期
に
分

け
て
納
付
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
各
月

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る

Ｑ
＆

Ａ

国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】
税
務
課
（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
７

あ
歳
以
上
の
方
の
国
保
税
に
つ
い
て
は
、

本
人
が
納
付
方
法
を
選
択
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
地
方
税
法
に
よ
り
原
則
と

し
て
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
す
べ
て
の

納
税
義
務
者
の
方
は
年
金
天
引
き
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
口
座
振
替
に
よ
り

納
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
金
融
機
関
へ
の
口
座
振

替
依
頼
と
市
役
所
窓
口
へ
納
付
方
法
の
変
更

申
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

毎
年
収
入
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
納

付
書
で
の
納
付
に
な
っ
た
り
、
年
金
天
引

き
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
す
か

税
率
の
改
正
や
わ
ず
か
な
収
入
の
違
い
で

毎
年
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。
年
金
天
引

き
の
要
件
の
１
つ
に
「
介
護
保
険
料
と
国
民

健
康
保
険
税
を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
支
給
額

の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
こ
と
」
と
あ
り
ま
す

が
、
昨
年
度
は
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
わ

ず
か
な
税
額
の
違
い
や
、
年
金
支
給
額
の
違

い
で
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

75
歳
に
到
達
す
る
年
度
は
納
付
書
で
の
納
付

（
普
通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。

同
一
年
度
内
に
年
金
天
引
き
分
と
納
付
書

で
の
納
付
分
と
、
両
方
あ
る
の
で
す
が

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
要
件
を
満
た
す
と

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
。

新
た
に
仮
徴
収
が
始
ま
る
方
は
昨
年
の
税
額

を
も
と
に
仮
徴
収
額
を
算
定
す
る
た
め
そ
の

分
は
天
引
き
と
な
り
、
改
め
て
本
年
度
の
税

額
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
年
金
天
引
き
の
要
件

を
満
た
さ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
場
合
、
４
月
・
６
月
・
８
月
は
年
金
天

引
き
、
10
月
の
本
徴
収
か
ら
は
納
付
書
で
の

納
付
と
な
り
ま
す
。

65

令
和
元
年
度

仙
北
市
地
域
輝
き
表
彰
の

候
補
者
推
薦
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】
長
寿
支
援
課 

長
寿
い
き
が
い
係

（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
１

　
今
年
度
も
仙
北
市
で
は
、
明
る
い
社
会

づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
地
域
の
中
で
き

ら
り
と
輝
く
市
民
を
地
元
小
学
校
の
学
習

発
表
会
の
場
で
表
彰
し
ま
す
。

●
表
彰
の
対
象
に
つ
い
て
／
▼

市
民
ま
た

は
市
に
関
係
の
あ
る
方
で
、
今
年
９
月

15
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
（
団
体
は
除

き
ま
す
） 

▼

市
民
の
模
範
と
な
る
善
行

や
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
貢
献
し
た
方

 

▼

地
域
の
行
事
、
高
齢
者
支
援
、
子
育
て

支
援
、
交
通
安
全
、
環
境
保
全
、
環
境

美
化
、
防
災
・
防
火
、
防
犯
、
家
業
、
就
業
、

生
産
、
企
業
団
体
経
営
、
教
育
、
芸
術
、

文
化
、
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
、
趣
味
、
行

政
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
他
社
会
参
加
の
う

ち
、
一
つ
以
上
を
長
年
継
続
さ
れ
、
い

き
い
き
と
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
方

※
自
己
推
薦
と
地
方
公
務
員
な
ど
の
職
務
に
も

と
づ
く
推
薦
は
表
彰
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
推
薦
の
期
間
／
６
月
17
日
㈪
～
７
月
16
日
㈫

●
推
薦
の
方
法
／
長
寿
支
援
課
、
各
地
域

セ
ン
タ
ー
、
各
出
張
所
窓
口
に
備
え
付

け
の
用
紙
（
地
域
輝
き
表
彰
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て
）
に
ご
記
入
の
う
え
、
ご
提

出
く
だ
さ
い
。
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w

.city.sem
boku.akita.jp/

new
s_topics/w

hatsnew
.php?id=2366

）
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

●
受
賞
者
決
定
の
連
絡
／
８
月
中
に
表
彰

予
定
者
ご
本
人
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

臨
時
職
員
を

募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
保
健
課
（
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
）

（
角
館
町
中
菅
沢
）
☎
（
55
）１
１
１
２

●
申
込
方
法
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状

と
履
歴
書
を
６
月
26
日
㈬ 

17
時
ま
で
保

健
課
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法
／
書
類
選
考
お
よ
び
面
接（
面

接
日
時
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

●
業
務
内
容
／
住
民
健
（
検
）
診
に
係
る
事

務
補
助

●
募
集
人
数
／
２
人

●
雇
用
期
間
／
７
月
30
日
㈫
～
10
月
６
日

㈰
（
休
日
の
勤
務
あ
り
）

　
皆
さ
ま
か
ら
の
青
い
羽
根
募
金
運
動
に

対
し
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
募
金
運
動
期
間
／
８
月
31
日
㈯
ま
で

●
募
金
箱
設
置
場
所
／
各
地
域
セ
ン
タ
ー
・

各
出
張
所

水
難
救
済
活
動
支
援
の
た
め
に

　
青
い
羽
根
募
金
は
日
本
水
難
救
済
会
が

水
難
救
済
事
業
の
推
進
を
目
的
と
し
て
全

国
的
に
展
開
し
て
い
る
事
業
で
す
。
秋
田

県
で
も
水
難
事
故
の
根
絶
と
事
故
防
止
事

業
の
資
金
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
広
く

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

青
い
羽
根
募
金
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

【
問
合
せ
】
総
合
防
災
課

（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
（
43
）１
１
１
５

●
業
務
内
容
／
▼

市
管
理
の
公
開
武
家
屋

敷
な
ど
で
文
化
財
の
管
理 

▼

屋
敷
内
外

の
管
理
・
清
掃
・
来
訪
者
の
応
対 

▼

教

育
委
員
会
発
行
冊
子
の
販
売
な
ど

●
募
集
人
数
／
若
干
名

●
雇
用
期
間
／
７
月
上
旬
～
11
月
30
日
㈯

（
予
定
）

●
勤
務
時
間
／
８
時
30
分
～
17
時
15
分

●
賃
金
／
時
給
７
９
０
円
～

　（
日
給
６
３
２
０
円
～
）

●
勤
務
シ
フ
ト
／
文
化
財
課
の
勤
務
シ
フ

ト
に
よ
る
（
月
平
均
20
日
勤
務
）

●
そ
の
他
／
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
、
交

通
費
支
給
（
２
㌔
以
上
）

●
申
込
方
法
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状

と
履
歴
書
を
６
月
28
日
㈮ 

17
時
ま
で
文

化
財
課
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

公
開
武
家
屋
敷
・
旧
岡
田
家

管
理
人
を
募
集
し
ま
す

【
問
合
せ
】
文
化
財
課

（
角
館
庁
舎
） 

☎
（
43
）３
３
８
４
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